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熊本市中小企業活性化会議の審議結果について  

 

 

令和７年（２０２５年）７月２日付経政発第１１４号で熊本市長より諮問の

あった熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例（平成２４年条例第１２８

号）第９条に掲げる施策の基本方針に基づく中小企業の振興に関する施策等に

関し、同条例第１１条第２項に基づき審議したので、その結果を答申いたしま

す。 
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はじめに 

熊本市においては、平成２４年１２月に熊本市中小企業振興基本条例が制定、

平成３０年１２月に本条例を一部改正し、名称を「熊本市中小企業・小規模企

業振興基本条例」に改め、平成３１年４月に施行された。  

 令和２年３月には本条例に基づき、「熊本市中小企業・小規模企業振興基本計

画」を策定し、中小企業の振興に関する施策を計画的かつ効果的に実施してき

た。 

 そして、令和６年度をもって当該基本計画が期間満了を迎えたため、令和７

年３月に策定した「第２期熊本市中小企業・小規模振興基本計画」を今後の新

たな指針として中小企業等の振興に取り組んでいるところである。  

近年、原油価格の高騰や円安等の影響による物価上昇、慢性的な人手不足に

加え、米国の関税措置による影響 等に伴い、市民生活への影響や地域経済

の先行きが不透明な状況が続いており、中小企業・小規模事業者の経営状況の

悪化や必要な支援の変化も見られ、今後も予断を許さない状況が続くと考える。 

そのため、中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化や新たな事業活動の推

進等を通じて、地域経済全体を発展させていくためには、スタートアップ支援、

事業承継、販路開拓、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、人材確保・

育成等に係る積極的な施策が行政に求められる。  

 

そのようなニーズを踏まえ、本会議においては、中小企業・小規模企業の振

興に関する施策等について審議を行ったところであり、以下のとおり答申する。 

この答申が、今後の熊本市の施策に活かされることを期待する。  
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１ 中小企業の振興に関する施策について 

⑴   創業・事業承継の促進について 

ア スタートアップ支援について、基礎知識に関するセミナーの実施など若者

等への支援が必要である。 

イ スタートアップ支援について、スタートアップ企業と適切なメンターやア

ドバイザーとのマッチング支援が必要である。 

ウ 地域経済を発展させるために、全国のスタートアップ企業と県内事業者の

連携を促進する取組が必要である。 

エ 若者の起業を支援するためには、市のイベント開催だけでなく、他県や海

外のビジネスコンテストへの参加支援が必要である。  

オ 事業承継は、長い準備期間を要するため、長期的な伴走支援が必要である。 

カ 第三者承継については、Ｍ＆Ａを悪用した承継などの社会問題を踏まえた

支援が必要である。 

キ Ｍ＆Ａの事業承継セミナーは、事業等を譲渡する経営者が参加しやすいよ

うに事業拡大や承継など幅広いテーマを設定して実施する必要がある。  

 

⑵   新たな事業活動の促進について 

ア 物産品等販路開拓について、展示会の出展費補助だけでなく、商談につな

げる支援が必要である。 

イ 展示会や補助金に関する情報を事業者へ広く周知するため、情報発信等の

取組が必要である。 

ウ ＩＴスキルを持つ人材の受入体制を整備するため、経営者がＩＴスキルや

ＤＸについて理解を深めるための支援が必要である。  

エ ＤＸを推進するために、生成ＡＩの活用に関するセミナー開催等の施策が

必要である。 

オ 外国人観光客による熊本産品の継続的な購入を促進するために、ＥＣなど

海外からの購入が可能となる環境の整備に対する支援が必要である。  

カ 海外の販路開拓について、航空会社と連携し、物産パンフレットを配布す

るなどの取組が必要である。 

キ 台湾だけでなく、アジア全体から外国人観光客を呼び込む取組が必要であ

る。 

ク 外国人観光客の受入環境を強化するために、公共交通機関における多言語

対応の充実が必要である。 

ケ 国内の観光客に対して、文化資源を活用した観光コンテンツに関する情報
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発信が必要である。 

コ 観光消費拡大のために、ＳＮＳを活用し、熊本の魅力について四季に応じ

た発信をする取組が必要である。 

 

⑶   経営基盤の強化について  

ア 外国人材の定着を促進するために、外国人が安心して暮らすことができる

環境の整備に対する支援が必要である。  

イ 熊本の雇用情勢に寄与するためには、県外に進学した若者に熊本の魅力を

感じてもらうための取組が必要である。  

ウ 優秀な人材の定着を促進するために、企業の魅力に係る情報の発信等の支

援を進める必要がある。 

エ 人材を確保するために、低廉な生活コスト等に焦点を当てた情報発信によ

り、大都市等との差別化を図ることが必要である。  

オ 最低賃金の上昇による影響を受ける事業者に対して、融資を含めた支援が

必要である。 

 

⑷   その他の事項について 

ア 現状の把握や方向性の検討にはデータの活用が重要であるため、データ取

得に対する支援が必要である。 

イ 令和７年８月の大雨により被害を受けた事業者に対して、事業再開等に係

る費用負担軽減などの支援が必要である。  

ウ 清掃などの委託契約や指定管理制度等の長期契約について、最低賃金の大

幅な上昇に伴い、契約金額が実態にそぐわなくなる可能性があるため、官公

庁自身も適正な価格転嫁に応じる姿勢が必要である。  


